
5月 3日・憲法記念日
4日・みどりの日
5日・こどもの日

（皐月）MAY

行政改革の一環として、現在8つある政府系金融機関の統廃合
が行われ、平成20年10月から新体制に移行します。8つのうち公
営企業金融公庫など3つが廃止及び民営化され、国民生活金融公
庫、中小企業金融公庫など5つ（当初、4つ）が1つの政策金融機
関として統合されるとともに、業務の見直しが行われます。

あ
け
ま
し
て

お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す

国　税／4月分源泉所得税の納付

5月10日

国　税／3月決算法人の確定申告

（法人税・消費税等） 5月31日

国　税／9月決算法人の中間申告

5月31日

国　税／6月、9月、12月決算法人の

消費税等の中間申告

（年3回の場合） 5月31日

国　税／個人事業者の消費税等の中

間申告（年3回の場合）5月31日

国　税／確定申告税額の延納届出に

よる徴収猶予税額の納付

5月31日

国　税／特別農業所得者の承認申請

5月15日

地方税／自動車税・鉱区税の納付

都道府県条例で定める日

労　務／労働保険料（概算・確定）申告

書の提出 5月21日

労　務／労働保険料（全期・1期分）の

納付 5月21日

・

・
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ぼたん
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5月の税務と労務

政府系金融機関の統廃合



不
動
産
は
「
不
動
産
登
記
法
」
と
い

う
法
律
に
よ
っ
て
、
不
動
産
に
関
す
る

権
利
関
係
を
登
記
簿
に
記
載
し
て
、
公

示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
取
引
の
安
全
や

円
滑
化
を
図
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
不

動
産
の
公
示
制
度
と
い
い
ま
す
。
不
動

産
の
概
要
や
所
有
権
、
そ
の
他
権
利
の

移
転
（
変
動
）
な
ど
の
事
項
を
、
登
記

所
（
法
務
局
）
に
備
え
ら
れ
た
不
動
産

登
記
簿
（
不
動
産
の
名
簿
）
に
記
載
す

る
こ
と
を
不
動
産
登
記
と
い
い
ま
す
。

実
際
、
不
動
産
の
購
入
時
や
、
金
融

機
関
か
ら
融
資
を
受
け
る
際
の
不
動
産

へ
の
担
保
権
設
定
、
ま
た
、
遺
産
の
相

続
な
ど
で
、「
登
記
」
に
出
く
わ
し
た
人

は
た
く
さ
ん
い
ら
っ
し
ゃ
る
こ
と
で
し

ょ
う
。
し
か
し
、
登
記
の
意
味
や
重
要

性
に
つ
い
て
詳
し
く
知
っ
て
い
る
人
は

少
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。「
登

記
」
制
度
の
お
か
げ
で
不
動
産
と
い
う

大
切
な
財
産
が
守
ら
れ
、
ま
た
、
債
権

の
担
保
が
確
実
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で

す
。こ

の
「
登
記
」
制
度
に
つ
い
て
、
利

用
法
を
知
ら
ず
に
、
ま
た
、
誤
っ
た
知

識
で
不
動
産
取
引
を
行
う
と
、
そ
の
恩

恵
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
り

か
、
重
大
な
損
失
を
招
き
か
ね
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
不
動
産
登
記
の
概
要
に
つ
い

て
、
以
下
に
説
明
す
る
こ
と
に
い
た
し

ま
す
。

１
　
登
記
は
ど
の
よ
う
な
と
き
に

必
要
に
な
る
の
か

①
　
住
宅
等
を
新
築
し
た
と
き

住
宅
を
新
築
し
た
と
き
は
、
表
示

登
記
と
保
存
登
記
を
し
ま
す
。
表
示

登
記
と
は
、
不
動
産
の
現
況
を
あ
ら

わ
す
登
記
で
土
地
家
屋
調
査
士
に
依

頼
し
ま
す
。

次
に
所
有
権
保
存
登
記
を
司
法
書

士
に
依
頼
し
ま
す
。
所
有
権
保
存
登

記
と
は
、
ま
だ
所
有
権
の
登
記
の
さ

れ
て
い
な
い
不
動
産
に
初
め
て
な
さ

れ
る
所
有
権
の
登
記
の
こ
と
で
、
こ

れ
に
よ
り
権
利
を
保
全
し
ま
す
。

②
　
不
動
産
を
売
買
し
た
と
き

不
動
産
を
売
買
す
る
と
き
は
、
代

金
の
授
受
と
同
時
に
、
所
有
権
の
移

転
登
記
を
行
い
買
主
名
義
に
す
る
と

と
も
に
、
売
主
が
銀
行
よ
り
借
り
入

れ
た
と
き
に
設
定
さ
れ
て
い
た
抵
当

権
等
の
登
記
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の

抹
消
登
記
が
な
さ
れ
ま
す
。

③
　
不
動
産
を
相
続
し
た
と
き

相
続
が
開
始
さ
れ
た
ら
相
続
登
記

を
行
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
名
義

が
相
続
人
へ
と
変
わ
り
相
続
人
の
権

利
が
保
全
さ
れ
ま
す
。

④

融
資
を
受
け
て
担
保
提
供
す
る
と

き
不
動
産
に
設
定
さ
れ
る
担
保
に
は
、

抵
当
権
、
根
抵
当
権
、
質
権
、
先
取

特
権
、
仮
登
記
担
保
権
等
が
あ
り
ま

す
が
、
一
般
的
に
は
抵
当
権
と
根
抵

当
権
が
よ
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

不
動
産
に
、
抵
当
権
や
根
抵
当
権

を
設
定
す
る
と
、
債
務
の
弁
済
が
な

さ
れ
な
い
と
き
は
、
そ
の
不
動
産
を

競
売
し
て
、
そ
の
売
却
代
金
か
ら
優

先
的
に
債
権
を
回
収
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
登
記
が
必
要
な

の
は
、
不
動
産
を
購
入
し
た
り
、
担

保
を
設
定
し
た
り
、
借
り
た
り
と
い

っ
た
不
動
産
に
つ
い
て
の
権
利
の
変

動
が
あ
っ
た
と
き
に
な
り
ま
す
。

２
　
不
動
産
登
記
を

す
る
こ
と
の
意
味

不
動
産
登
記
と
は
、
登
記
所
（
法

務
局
、
地
方
法
務
局
、
そ
の
支
局
や

出
張
所
）
に
備
え
ら
れ
て
い
る
登
記

簿
と
い
う
帳
簿
に
土
地
や
建
物
の
物

理
的
な
状
況
や
、
権
利
関
係
を
記
載

す
る
こ
と
で
す
。

そ
し
て
、
土
地
や
建
物
の
物
理
的

な
状
況
を
示
す
と
こ
ろ
の
表
示
に
関

す
る
登
記
を
除
き
、
権
利
に
関
す
る

登
記
は
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
な
の
に
、
積
極
的
に
登
記
を

す
る
わ
け
は
、
登
記
を
し
て
お
か
な

い
と
権
利
者
が
法
律
上
の
不
利
益
を

こ
う
む
る
こ
と
に
な
る
か
ら
な
の
で

す
。例

え
ば
、
売
買
が
あ
っ
た
場
合
、

登
記
を
申
請
し
な
く
て
も
当
事
者
で
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あ
る
売
主
と
買
主
の
間
で
は
売
買
は

有
効
に
成
立
し
ま
す
が
、
売
主
以
外

の
第
三
者
に
対
し
て
は
買
主
は
自
分

が
所
有
者
に
な
っ
た
こ
と
を
主
張
で

き
な
い
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
主

張
を
「
対
抗
」
と
い
い
、
第
三
者
に

「
対
抗
」
す
る
た
め
に
は
登
記
が
必
要

な
要
件
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
登
記
を
す
る
こ
と
の
最

大
の
目
的
は
、
こ
の
「
対
抗
力
」
を

得
る
こ
と
に
あ
り
、
自
分
の
権
利
を

完
全
な
も
の
に
す
る
こ
と
な
の
で
す
。

３
　
不
動
産
登
記
簿
の
し
く
み

不
動
産
の
登
記
簿
は
、
土
地
と
建

物
に
分
か
れ
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

登
記
簿
は
、
土
地
・
建
物
と
も
、

「
表
題
部
」「
甲
区
」「
乙
区
」
と
い
う

三
つ
の
部
分
か
ら
で
き
て
い
ま
す
。

「
表
題
部
」
は
土
地
・
建
物
の
所

在
地
や
そ
の
面
積
な
ど
、
そ
の
不
動

産
の
物
理
的
な
状
態
を
表
す
部
分
で
、

表
示
に
関
す
る
登
記
と
よ
ば
れ
、
申

請
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
、「
甲
区
」
欄
「
乙

区
」
欄
に
は
、
そ
の
不
動
産
に
つ
い

て
の
権
利
の
状
況
が
記
載
さ
れ
ま
す
。

申
請
は
義
務
付
け
ら
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
当
事
者
の
任
意
と
な
っ

て
い
ま
す
が
、
す
で
に
述
べ
た
と
お

り
、
登
記
を
し
て
お
か
な
い
と
権
利

者
は
法
律
上
の
不
利
益
を
こ
う
む
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

「
甲
区
」
は
所
有
権
に
関
す
る
も

の
、「
乙
区
」
は
所
有
権
以
外
の
権
利

（
抵
当
権
、
地
上
権
、
地
役
権
、
質
権
、

先
取
特
権
、
賃
借
権
な
ど
）
に
関
す

る
も
の
を
記
載
し
ま
す
。「
甲
区
」
と

「
乙
区
」
に
関
す
る
登
記
は
権
利
に
関

す
る
登
記
と
よ
ば
れ
、
申
請
手
続
き

は
専
門
家
で
あ
る
司
法
書
士
に
依
頼

す
る
の
が
普
通
で
す
。

４
　
登
記
に
か
か
る

費
用
は
い
く
ら
？

で
は
、
専
門
家
に
依
頼
し
て
登
記
を

す
る
場
合
、
費
用
は
ど
の
く
ら
い
か
か

る
の
で
し
ょ
う
か
。

登
記
を
す
る
場
合
の
費
用
は
「
登
録

免
許
税
」
と
「
報
酬
」
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

登
録
免
許
税
と
い
う
の
は
、
登
記
を

申
請
す
る
際
に
納
め
る
税
金
の
こ
と
で

す
。「
報
酬
」
に
は
、
司
法
書
士
の
報
酬

と
、
土
地
家
屋
調
査
士
の
報
酬
が
あ
り

ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
自
分
で
登
記
申
請

を
行
え
ば
、
こ
の
費
用
は
か
か
り
ま
せ

ん
が
、
や
は
り
、
専
門
家
に
依
頼
す
る

の
が
賢
明
と
い
え
ま
す
。

登
録
免
許
税
は
、
課
税
の
基
準
を
決

め
て
算
出
し
ま
す
が
、
課
税
の
基
準
は

次
の
三
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

①

不
動
産
の
価
額
を
基
準
に
す
る
場

合
二
、
三
例
に
あ
げ
ま
す
と
、
土
地

の
売
買
を
原
因
と
す
る
所
有
権
移
転

登
記
で
は
固
定
資
産
評
価
証
明
書
の

評
価
額
に
千
分
の
一
〇
を
、
相
続
の

場
合
は
千
分
の
四
を
乗
じ
た
額
が
登

録
免
許
税
に
な
り
ま
す
。

②
　
債
権
額
を
基
準
に
す
る
場
合

抵
当
権
、
根
抵
当
権
、
競
売
の
申

立
て
の
登
記
等
は
、
債
権
額
を
基
準

に
算
出
し
ま
す
。

た
と
え
ば
、
抵
当
権
、
根
抵
当
権

の
設
定
登
記
は
、
債
権
額
（
極
度
額
）

の
千
分
の
四
を
乗
じ
た
額
が
登
録
免

許
税
に
な
り
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、
債
権
額
一
千
万
円

の
抵
当
権
設
定
登
記
で
は
、
四
万
円

の
登
録
免
許
税
が
か
か
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

③

不
動
産
の
個
数
を
基
準
に
す
る
場

合
抵
当
権
の
抹
消
登
記
、
所
有
権
登

記
名
義
人
の
表
示
変
更
登
記
等
は
不

動
産
の
個
数
に
一
定
の
金
額
を
乗
じ

た
金
額
が
登
録
免
許
税
に
な
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
抵
当
権
の
抹
消
登
記

で
は
、
不
動
産
一
個
に
つ
き
千
円
の

登
録
免
許
税
が
か
か
り
ま
す
。

「
報
酬
」
で
す
が
、
や
は
り
二
、

三
例
を
あ
げ
ま
す
と
、
所
有
権
移
転

登
記
で
課
税
標
準
金
額
が
一
千
万
円

程
度
の
場
合
や
、
二
千
万
円
の
債
権

額
の
抵
当
権
設
定
登
記
な
ら
数
万
円

で
済
み
ま
す
が
、
不
動
産
の
数
が
多

か
っ
た
り
、
登
記
内
容
が
複
雑
だ
っ

た
り
す
る
と
、
そ
の
分
プ
ラ
ス
に
な

り
ま
す
。

登
記
に
か
か
る
費
用
は
、
以
上
の

登
録
免
許
税
と
報
酬
が
大
部
分
で
、

そ
の
他
、
登
記
簿
を
閲
覧
（
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
処
理
庁
で
は
「
登
記
事
項
要

約
書
」
の
取
得
）
し
た
り
、
謄
本

（
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
処
理
庁
で
は
「
登
記

事
項
証
明
書
」）
を
取
っ
た
り
す
る
費

用
が
多
少
か
か
る
程
度
で
す
。

５
　
登
記
所
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化

平
成
十
六
年
の
不
動
産
登
記
法
の
改

正
（
平
成
十
七
年
三
月
施
行
）
に
よ
り
、

登
記
所
は
順
次
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
・
オ

ン
ラ
イ
ン
化
が
図
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ

れ
に
よ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
経
由
で

登
記
申
請
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
、
登

記
事
務
の
簡
素
化
・
効
率
化
が
行
わ
れ

て
い
ま
す
。
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最
近
に
な
っ
て
、
脳
が
社
会
的
行
動

を
ど
の
よ
う
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い

る
の
か
、
反
対
に
社
会
が
人
間
の
脳
や

生
体
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い

る
の
か
、
だ
ん
だ
ん
解
り
か
け
て
き
た

そ
う
で
す
。

脳
の
中
に
は
、
人
間
関
係
を
処
理
す

る
う
え
で
と
く
に
大
き
な
働
き
を
す
る

領
域
が
あ
り
ま
す
が
、
社
会
生
活
だ
け

を
専
門
に
扱
う
領
域
が
あ
る
わ
け
で
は

な
く
、
脳
内
の
あ
ち
こ
ち
に
散
在
す
る

社
会
脳
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
一
つ
に
ま

と
ま
っ
て
機
能
す
る
そ
う
で
す
。

ま
た
、
人
間
の
脳
は
も
と
も
と
社
交

的
に
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か

っ
て
き
ま
し
た
。
他
人
と
か
か
わ
る
と

き
、
脳
は
否
応
な
し
に
相
手
の
脳
と
つ

な
が
っ
て
し
ま
う
よ
う
で
す
。

脳
と
脳
が
つ
な
が
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
人
間
は
相
手
の
脳
に
も
身
体
に
も

影
響
を
与
え
、
自
分
自
身
も
相
手
か
ら

影
響
を
受
け
る
こ
と
に
も
な
る
よ
う
で

す
か
ら
結
局
、
人
間
力
が
も
の
を
い
う

の
で
す
ね
。

ねつ造番組など、テレビ、マスコミ等での
ミスインフォメーション（誤りの情報）が溢
れていると意識する事件が起こりました。騙
されたくないと強く思うならば、情報一般に
対して常に懐疑的でなければなりません。
さて、情報の持つ「時」の本質を多くの人

は、「未来形」と錯覚し、事象なり事態の未
来がどうなるかを意識し、情報を将来の行動
を決める指針として考えやすいものです。と
ころで、未来に関するものと思う当の情報は、
その基になったデータを見ているとき、それ
はすでに過去に終わってしまっているという
ことであり、時制としては「過去」のものな
のです。
情報には未来性はなく、本来的に過去完了

形でしかありません。しばしば「情報がたち
まち古くなる」とぼやきがちですが、本来的
に情報は新しくなく、もともと“古いもの”
なのです。
情報の中身と実際とのつき合わせを受けな

いため古さに気づかないだけなのです。

情報の信頼性と陳腐性

後継者選び

会社上層部の重要な任務は、後継者を育て、

選ぶことだと言われています。終身雇用・年

功序列を原理としている日本では、新卒とし

て入社後、何十年も勤務する間に次第に能力

や業績が評価されながら、ピラミッドを登っ

ていきます。

一方、アメリカでは、社員の転職も多く、

外部からヘッドハントした有能な人材をいき

なり重要ポストやトップに据えることが当た

り前のような印象を持ちますが、社内からの

抜擢が普通であり現実的で、またそれが望ま

しいと考えられているようです。

アメリカのＤＤＩ社によって開発された

「アクセラレーション・プール」（ＡＰ方式）

は、経営幹部のポジション全般に対して複数

の後継者候補を選び、候補者集団として短期

間に速やかに育成することができるというも

ので、ＡＰのメンバーに選ばれると、現有能

力レベルを超える難しい仕事やコーチングを

受けたり、あるいは大学の経営者育成コース

を受講するなどさまざまな能力機会が与えら

れます。

そして経営幹部は、人事・人材開発部門の

協力を得ながら、ＡＰメンバーの能力開発の

進み具合や昇格への準備度を積極的にチェッ

クする、というものです。

中小企業の場合、あまり制度にこだわらず、

少数の育成する価値があると思われる社員に

時間と労力と経営資源を集中的に投下して能

力開発を行うのがよいと思われます。

ごく小規模の組織であっても、経営幹部と

しての必要要件のリスト（ジョブ・チャレン

ジ、組織関連知識、優秀な人材の行動特性等）

を作成し、高い潜在能力・将来性を評価する

ための方法をはっきりと設定しておくことで

す。

どの組織にも、優秀な人材がいるはずです。

これまでにない視点をもたらしてくれるよ

うな優れた人材を見つけ、活かすことで、必

ずや想像もしなかったような大きな見返りを

組織は得られるはずです。
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